
【配備体制】

B 市の防災体制
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区分 配備の内容

第1次防災体制
（災害準備体制）

防災気象情報を入手し、気象状況の進展を見守る連
絡要員を配置し、防災気象情報の把握に努める
（防災課職員1～3名）

第2次防災体制
（災害注意体制）

警戒レベル３ 高齢者等避難の発令を検討する段階
（管理職を配置し、警戒レベル３ 高齢者等避難の
発令を判断できる体制）

第3次防災体制
（災害警戒体制）

警戒レベル３ 高齢者等避難を発令した段階
（市長あるいは市長の代理が登庁し、警戒レベル４
避難指示の発令を判断できる体制）

第4次防災体制
（非常体制）

※災害対策本部設置

警戒レベル４ 避難指示を発令した段階
（あらかじめ定めた防災対応の全職員が体制に入る。
災害が切迫・発生した段階もこの体制を引き継ぐ）

前提状況



B 市の災害対策本部と関係機関
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本部事務局
（防災課を中心に）

副本部長

副本部長代理

（町長）

（副町長 １名）

（総務部長）

（各部長、消防長、教育長）

＜主な関係機関＞

助
言

前提状況

【災害対策本部の組織図】

＜国交省＞
河川国道事務所

<A県>

河川課

砂防課

A県土木事務所

危機管理課

A地方気象台

気象、高潮、地震・津波
の警報等に関すること

所管する河川の洪水に
関すること

所管する中小河川の洪水、
土砂災害、高潮、地震・
津波に関すること


